
〈業界団体実施例〉 〈組合実施例〉 〈商業高校実施例〉〈業界団体実施例〉 〈組合実施例〉 〈商業高校実施例〉

充 実 の サ ポ ー ト充 実 の サ ポ ー ト

【募集期間】令和３年４月30日(金)～６月30日(水)
【実　　施】 令和 3年 6月～令和 3年 2月末
【支援対象】 業界団体・組合、
　　　　　 高校・専門学校・大学
【審 査 会】 業界団体、組合は７月に採択審査会有
【条　　件】 実施後のアンケートに回答等
　　　　　 ※日程・回数・実施時間はご要望
　　　　　 　に添えない場合があります。

● 県内業界団体
● 〃組合
● 〃高等学校
　(普通・商業・工業・農林・水産等)

● 〃大学
● 〃専門学校
　(デザイン・IT系等)

〈業界団体・組合〉
● 特許や商標出願等のノウハウを知りたい。
● 実際に出願を考えているので方法や手続について教えてほしい。
● 組織が抱える知財課題を解決するために専門家に相談したい。
〈学　校〉
● 知的財産の概要について学んでもらいたい。
● 知的財産活用企業を訪問し、見学したい。
● 商品パッケージデザイン等について学ばせたい。

募集・実施期間 こんなところにオススメ

対象の団体、組合、学校等 カリキュラム

募集・実施期間 こんなところにオススメ

対象の団体、組合、学校等 カリキュラム
● 採択者と相談の上、日程を設定し支援を実施
　します。　※詳細は裏面参照
知的財産や商品開発・ブランディング専門家の講義
アイデアを形にする、デザインする等の演習
知的財産権制度の基礎知識の習得
知知的財産に関して抱える、課題解決のための専門家
によるコンサルティング

実施後のアンケートに応じて頂ける等の条件で業界団体・組合、高校・
専門学校・大学へ専門家を派遣し、知的財産に関わる講義・実習等を実
施します。

沖縄県委託　令和３年度知的財産総合支援事業　知財産保護支援

知財課題の解決や知財教育に関心のある
業界団体・組合、高校・専門学校・大学を募集します！

知財課題の解決や知財教育に関心のある
業界団体・組合、高校・専門学校・大学を募集します！

費用負
担

なし
費用負

担
なし

特許についての勉強会を行い、出願
へ向けた検討会を実施。権利化及び
活用に向けての取り組みを行う。

県内の食品組合が生産・販売する商品のブランド化へ向けて
ブランディング専門家のコンサルティングを実施。並行して
商品の標出願に向けて弁理士より出願書類作成指導も行う。

商品開発や、商標取得の重要さを学ぶ。
またグループワーク形式で商品名の付
け方について実践形式で学習する。

弁理士、企業経営者など専門家が講師
知的財産の専門家・弁理士をはじめ、各分野における
高度な知識を有した講師がサポートします。

費用負担なし
採択者の費用負担はありません。
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団体・組合・学校等へ講師を派遣
講師は企業・機関・団体・組合・学校等にて講義を実施します。
講義日程と、教室・会議室等のご用意のみお願いします。

必要なテキスト・資料を提供
担当専門家より、講義に必要なテキスト・資料は事前に
準備し、ご提供いたします。



※「知財保護支援申請書」にご記入の上、沖縄県発明協会までご提出ください。
申請書は、沖縄県発明協会のHPよりダウンロードをお願いします。

一般社団法人沖縄県発明協会　（担当 : 金城まで）
キンジョウ

〒901-0152  沖縄県那覇市字小禄1831番地 1  沖縄産業支援センター317号室
TEL:098-859-2810　FAX : 098-859-2811 　　 kinjo-t@okinawa-jiii.jp

お問合せ
申込み先 https://www.okinawa-jiii.jp

沖縄県発明協会 検　索検　索

知的財産の概要
知財活用企業訪問

知的財産基礎
及び各種出願
方法・手続き知的財産の概要

知財活用企業訪問

知的財産基礎
及び各種出願
方法・手続き

〈業界団体・組合〉
〈大学〉

〈高校・専門学校〉

※時期・回数・時間はご要望に添えない場合があります。カリキュラムの一例カリキュラムの一例

※カリキュラム及び時間は調整可能です。

支援イメージ（矢印の順で内容が高度化）

区分 目的（応募者からの要望例） カリキュラム例 必要
時間


